
◆ 三者協議会とは・・・。

①  保護者アンケートに対する法人からの回答について

②  移管後の運営内容について

③  施設整備（案）について

※  口頭での補足・質問があった項目については以下のとおりです。

① 保護者アンケートに対する法人からの回答について

　配布資料（１）を用いて、法人より説明を行いました。

② 移管後の運営内容について

　法人より、前回の三者協議会以降に検討した内容を中心に説明を行いました。

＜法人より説明＞

・座布団カバーについて

園で購入する場合は、５３０円と金額設定していますが、手作りいただくことも可能です。

・材料費について

０～１歳児３００円・２歳児～６００円と定めています。（０～１歳児は感覚遊び等に使用します）

　第2回三者協議会では、令和５年４月に公私連携幼保連携型認定こども園へ移行することによる、そ

の運営内容等について法人から提案がありました。

　平素は奈良市の教育・保育行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

　令和４年７月１５日、大宮幼稚園の民間移管に向けて、大宮幼稚園PTA（代表者）、学校法人白藤

学園（以下「法人」とする）、奈良市による、第２回三者協議会を開催しましたので、保護者の皆様に

ご報告いたします。

　今後も民間移管に向けて三者協議会を開催し、その都度保護者の皆様には開催報告の配布等により情

報提供させていただきます。																			

1 三者協議会について

　民間移管に向けて、実費徴収金額等の移管後の園運営に関する諸

事項について、在園児保護者代表・移管先法人・奈良市の三者から

構成される三者協議会での協議を行い、保護者に対して十分な説明

を行った上で導入するという取組です。

　移管後については三者での協議が必要な事項が発生した場合に三

者の内いずれかの申出があれば開催できることとしています。

2 第２回　三者協議会の開催内容について

令和４年８月10日

奈良市子ども政策課
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大宮幼稚園の民間移管に向けた三者協議会開催報告

令和４年7月15日 令和４年度第2回開催内容

当日の議事内容の概要



・ おやつ代について

預かりを利用される際のおやつ代とは別に、毎月の行事や誕生会等に提供するおやつ代として、月額

３５０円をご負担いただきます。

・おむつのサブスクリプションについて

トイレトレーニングにより、おむつが外れる時期が近付けば臨機応変に対応いたしますが、おむつを

利用されるお子様は、月額2,280円（税別）で必ずご利用いただきますようお願いします。

・PTA会費について

今後のPTAの在り方次第となりますので、保護者の皆様でご相談いただいた内容を基に検討していき

たいと考えています。

・制服について

令和5年度に引き続き在籍される5歳児の方は、現在の物をご使用いただくことが可能です。

・カラー帽子について

移管後は3年間同一の物をご使用いただけます。

・コットベットについて

使用料をご負担いただく方向で検討していましたが、法人が準備したものを無償でご利用いただきま

す。

・給食について

調理室が完成するまでケータリングでお弁当を提供します。

給食業者は奈良県内の私立園にも搬入している実績のある業者で、自園調理開始後も同じ業者に継続

契約することを検討しています。

※令和４年度の価格を参考に令和５年度の価格を算出しています

【移管後の運営内容に関する質疑応答】

★ 制服等について

Q. 半袖シャツ・半ズボン・長ズボンは行事用として園で購入くださいとありますが令和5年度の5歳児

も購入する必要はありますか？

A. 今年度在園児で移管後も引き続き在籍されるお子様は購入不要です。

Q. 指定のリュックですがバザー等でリユースのお声がけはされますか？

A. 園が中心となってリユースの声掛けをすることはありませんが、他園ではPTAが中心となって活動さ

れていたこともありました。地域でそういった取組があれば、園としても依頼を行うことなどは検討

させていただきます。

＜園より回答＞

A. 大宮地域を中心にリユースの取組は実施されており、PTA会長も関わっていただいていましたが、今

年度は令和５年度からの民間移管により制服等もどうなるか不明でしたので参加を辞退しています。

しかし改めて参加希望の意向を伝えれば、調整いただけるのではないかと思います。



★ アルバムについて

Q. 来年度の卒園アルバムに、公立園時代にお世話になった先生方の写真も掲載していただきたいです。

アルバム作成にあたり、掲載する写真を選んだりする調整の時間はいただけるのでしょうか？

A. 写真業者の検討にあたり、現在の業者から変更する場合であっても、4歳児の時の写真データを引き

継いでいただけるようにしていきたいと考えています。

現在のアルバム委員がなくなると、どなたと打合せするかということにも関わってきますので、PTA

の方向性を含めて検討いただく必要がございます。また、アルバムは紙質等でも値段が変わりますの

で、保護者様が望まれる形で作成したいと考えています。

★ 来年度の園児募集について

Q. 園児募集の際に、利用定員を超過した場合の抽選の取扱いについてはどのようになりますか？

＜奈良市より回答＞

A. 募集要項にも記載していますが、年齢別の入園希望者が利用定員を超過した場合、他の公立園と同様

あらかじめ設定された優先順位に基づいて抽選を行います。

優先順位は、①在園児の兄弟関係②大宮小学校区③三笠中学校区④その他の校区の順で検討いただい

ています。

Q. 園児募集に関する説明会には必ず参加する必要はありますか？

A. 説明会の参加は必須ではありませんので、法人のホームページから募集要項や願書もダウンロードで

きるようにする予定です。また、入園願書も押印不要としていますので、説明会当日に提出いただく

ことも可能です。ご質問がある方は、直接法人事務局（☎：0742-33-3601）までお問い合わせ

いただければ結構です。

＜市より補足説明＞

・ 来年度新規入園予定の園児募集（１号認定）について、保護者アンケートの結果なども考慮し、移管

後の運営内容におおむね納得が得られたものと考え、法人には園児募集に向けて進めていただきたい

と考えています。

③ 施設整備（案）について

＜法人より説明＞

★ 工事内容について

・ 今回の民間移管に際して施設整備を実施することになりますが、法人としては建て替えなどの大規模

な工事は想定しておらず、現状の園舎を活用して保育室やトイレの改修及び調理室の新設等を検討し

ています。ただし、現在の整備案は法人内部の検討内容であり、今後変更が生じる可能性があります

のであらかじめご了承ください。

・ 整備内容としては、１階に０～３歳の保育室及び調理室を設け、２階に４,5歳の保育室及び子育て支

援室を設ける予定です。

・ 駐車場はプールを解体して７台分とすることで、園庭の大きさをそのまま残す方向で検討しています。

・ 職員室前に多目的デッキスペースを設け、組立式のプールを活用・設置できるようにします。



・ 畑については、栽培活動や食育の観点からも必要ですので、玄関前のスペースに移設します。

★ 工事工程について

・ 工事工程として、今年度中にプールの解体撤去を行い、移管当初は工事車両や資材置き場としての活

用を検討しています。その間の保護者駐車場は近隣に確保し、使用いただきたいと考えています。

・ 給食調理室の工期が一番長くなる（４カ月程度）と想定されますので、夏休み期間を中心に検討を進

めていますが、今回の工事の中では大規模となるため騒音や備品の搬入などについてはご理解いただ

きますようお願いします。

★ その他

・ 子ども達に支障がないよう、安全を第一に考えた計画で進めていきます。

【施設整備に関する質疑応答】

Q. 現在は駐輪場がないため、保護者同士で駐輪マナーについて声を掛け合い危険防止に努めていますが、

風の強い日は自転車の転倒の危険性や、停め方によっては子ども達にも危険な場合がありますので、

安全対策の観点からも駐輪場の整備も検討いただきたいです。

A. 大規模な駐輪場の整備は難しいですが、駐輪スペースの確保は必要だと考えています。

＜園より補足説明＞

・ 登園時間は利用が分散されていますが、多い時は１０台以上が駐輪されています。

Q. 駐車場利用について、普段徒歩登園の人が必要な日のみ車で登園する場合、今まで通り近隣のコイン

パーキングを利用することになりますか？また、車登園の保護者は許可証などを発行されますか？

A. １号認定の子どもさんは、従来通り基本徒歩か自転車での登園をお願いします。

ただし、車登園についてはそのルール作り（遠距離の場合は許可するなど）を行い、許可された方の

みが車で登園いただけます。利用の際には許可証を見える場所に提示いただくなど、利用者を識別で

きるように考えていますので、「雨だから」という理由などで駐車場を利用することはできませんの

で、臨時で必要な場合はコインパーキングをご利用ください。

Q. 施設について、整備後の預かり保育室はありますか？

A. ２階に設置予定の“子育て支援・多目的室”のお部屋を利用することを検討しています。

預かり保育の利用人数が増えてきたら、リズム室を使用することを考えています。

Q. 屋上は何にお使いになられますか？

A. 現在使用予定はありません。

Q. 正面玄関側にある門は２つとも運用されますか？

A. 緊急車両や食材搬入のための車両が敷地内に入るため、現在と変わらず双方の門を使用します。

Q. 法人職員の車はどこに駐車しますか？

A. 職員の車は自分たちで近隣の駐車場を契約し、基本的に園内に駐車することはありません。



Q. 課外活動や教室は具体的にどのような内容を検討されていますか？

A. 教育時間終了後の２時から実施することを検討していますが、預かり保育を利用しているお子様にも

ご利用いただけます。参考ですが、法人の附属幼稚園では体育・英語・書道を取り入れています。

Q. 改修工事により、来年の５歳児の部屋はどこになりますか？

A. 施設の改修中の保育室については、３歳児・４歳児は１階、５歳児は２階を想定しています。

＜市より補足説明＞

・ 公立園の整備の際にもありましたが、園を運営しながらの工事となるため、保育室の移動や変更など

の可能性もあると思います。保護者の皆様にはご不便をおかけすることもあると思いますが、ご理解

いただきますようお願いします。

【その他の質問事項】

Q. 園の降園が一斉降園であれば、年子で在籍している保護者が双方の先生の話を聞くことは難しいです

が、その場合でも双方の先生の話をしっかり聞けるような対応方法を検討いただけないでしょうか？

A. 配慮できるか検討します。

Q. 園庭開放について、現在はコロナのため学年ごとに実施していますが、移管後はどうなりますか？

A. 公立園は決められたルールに基づいて実施されていると思いますが、民間となることで園庭開放の日

や方法等も臨機応変に対応できるので、今後の感染症の状況等も考慮しながら検討していきます。

次回開催日程について

次回の開催日程については、後日調整を行い決定します。

[ 担当課 ]　奈良市　子ども政策課　（市役所中央棟3階） （担当）　小林・髙野・石部

[ TEL ] 0742-34-4792 [ FAX ] 0742-34-4798

[ MAIL ] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

[ 市立幼保施設の再編に関する市のホームページ]

https://www.city.nara.lg.jp/site/youho-saihen/50142.html


